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協働環境委員会会議録 

 

平成３０年６月２６日（火） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １０：１７ 

【 案 件 】 

１．議案第５９号 飯塚市消費生活センター条例の一部を改正する条例 

２．議案第６０号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更 

３．議案第６４号 専決処分の承認(飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例) 

 

【 報告事項 】 

１．公用車による交通事故について                （まちづくり推進課） 

２．白旗山におけるメガソーラー開発について              （環境整備課） 

３．環境施設等広域化に関する任意協議会の経過について        （市民環境部付） 

                                           

○委員長 

 ただいまから、協働環境委員会を開会いたします。「議案第５９号 飯塚市消費生活セン

ター条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 

執行部の補足説明を求めます。 

○まちづくり推進課長 

 「議案第５９号 飯塚市消費生活センター条例の一部を改正する条例」についてご説明いた

します。議案書の３７ページをお願いいたします。本案は、立岩交流センター建てかえに伴い、

飯塚市消費生活センターを飯塚市市民交流プラザ内に移設するため、提出するものでございま

す。改正内容につきましては、議案書の３８ページ、新旧対照表をお願いいたします。第２条

の表中、飯塚市消費生活センターの位置、新飯塚２０番３０号を吉原町６番１号に改めるもの

でございます。なおこの条例は平成３０年１０月１日から施行するものです。以上、簡単です

が説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありせんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第５９号 飯塚市消費生活センター条例の一部を改正する条例」に

ついては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第６０号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更」を議題といたします。

執行部の補足説明を求めます。 

○医療保険課長 

 議案第６０号の補足説明をいたします。議案書３９ページをお願いいたします。福岡県後期

高齢者医療広域連合の構成団体であります筑紫郡那珂川町が平成３０年１０月１日に那珂川市

となることに伴い、広域連合規約を変更することについて地方自治法第２９１条の１１の規定

により議会の議決を求めるものです。議案書４０ページの新旧対照にございますとおり別表第

２の区分６の構成団体のうち、筑紫郡那珂川町を那珂川市に改める。以上、簡単ですが補足説
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明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありますか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第６０号 福岡県後期高齢者医療広域連合

規約の変更」については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第６４号 専決処分の承認（飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例）」を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○医療保険課長 

 議案第６４号専決処分の承認について、補足説明をいたします。議案書７２ページをお願い

いたします。議案書ございますけども別途資料、補足資料を出してさせていただいております

ので、そちらのほうに概要まとめさせていただきますのでこちらのほうで説明をさせていただ

きたいと思っています。 

今回の専決処分は、地方税法施行令の一部改正に伴いまして、飯塚市国民健康保険条例の一

部を改正するものです。 

まず１番の改正内容につきましては、まず①基礎課税税額分の賦課限度額の引き上げは、第

３条第２項及び第２４条において基礎課税額分の限度額を５４万円から５８万円に改めるもの

です。これによりまして今回は据え置かれております後期高齢者支援分の限度額１９万円と合

わせて７７万円。さらに４０歳から６４歳までの介護保険第２号被保険者を含みます世帯では

介護納付金分、こちらも据え置かれていますけども１６万円を合わせて９３万円となります。 

次に、②の均等割平等割の減額対象範囲を拡大につきましては、第２４条第２号の５割軽減

の対象所得の算定につきまして、２７万円を２７万５千円に。同条３号の２割軽減の対象所得

の算定につきまして、４９万円を５０万円にそれぞれ改めるものです。資料のほうに軽減判定

所得早見表をつけさせていただいておりますけれども、これによりますと例えば４人世帯の場

合につきましては所得３３万円を超え１４３万円以下であれば５割軽減。１４３万円を超え

２３３万円以下であれば２割軽減の対象になることになります。 

次に、２番の影響額につきましては試算になりますけれども試算によりますと①の限度額引

き上げにつきましては、限度額超過世帯が３５世帯減りまして、調定額自体は６５１万

６７５円ふえるということになります。②の軽減対象範囲の拡大についてでは５割軽減の対象

世帯が４４世帯ふえまして軽減額が２０２万２７２５円の増。２割軽減の対象世帯は４７世帯

ふえまして、軽減額が７５万９６４０円の増となり、合計で２７８万２３６５円の税収の減と

なります。この税収減につきましては、国県市の繰入金で補填されることにはなります。以上、

簡単ですが補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○田中裕委員 

 ちょっと１点だけ確認でございますが、今の説明によりますと、所得に応じて所得の多い方

が増額となって所得の低い方が減額になるというこのような、認識でよろしいですか。 

○医療保険課長 

 そのとおりでございます。 

○田中裕委員 
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 それでは大体どのあたりで負担がふえるのか。というところはどうでしょう。 

○医療保険課長 

 今回の課税限度額の引き上げの対象の所得につきましては、世帯の所得にしておおむね

７３０万円以上、給与収入になおすと９００万円を超える世帯が該当するということです。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第６４号 専決処分の承認（飯塚市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例）」については、承認することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。本案は承認すべきものと決定いたしました。 

お諮りいたします。案件に記載のとおり、執行部から３件について報告したい旨の申し出が

あっております。報告を受けることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって報告を受けることに決定いたしました。「公用車による交通

事故について」報告を求めます。 

○まちづくり推進課長 

 公用車による交通事故につきましてご報告いたします。お手元タブレットの公用車による交

通事故についての資料をお願いいたします。本件事故は、本年４月１７日火曜日、午前９時

５０分ごろ二瀬交流センターの公用車借用者が同交流センター駐車場で方向転換するためバッ

クした際に駐車中の車両に車両右後方部が接触し、相手方車両の右前方バンパー及びライトが

破損したものでございます。この事故の原因は、公用車借用者が車両をバックする際に後方確

認を十分に行わなかったことが原因でございます。なお、損害賠償額は１５万８１１２円で示

談が成立いたしております。 

公用車借用者がおこしました事故により市に損害を与えましたことについて深くおわび申し

上げます。公用車貸出にあたっての交通事故防止につきましては、貸出に際しまして十分、安

全運転に努めるよう注意喚起を行っておりますが、今後とも、引き続き十分に安全運転の注意

喚起を行うよう指導し、再発防止を図ってまいります。大変申しわけございませんでした。 

○委員長 

 報告が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「白旗山におけるメガソーラー開発について」報告を求めます。 

○環境整備課長 

 「白旗山におけるメガソーラー開発について」ご報告いたします。資料、「白旗山における

メガソーラー開発について」をごらんください。悠悠ホームからノーバルテクノロジーへ所有

権移転がなされています開発予定地につきましては、４月２０日に林地開発許可申請が飯塚農

林事務所に提出されております。その後、４月２５日に福岡県農山漁村振興課に送達され審査

が行われていますが、書類の修正を県から求められており、それが終わり次第、本市自然環境

保全条例に基づく届け出を提出されるとのことです。 

次に、一条工務店から光南溶工へ所有権移転がなされています開発予定地についてですが、

６月２２日に光南溶工関係者が来庁され、４月１８日に瀬戸内興建と光南溶工との合同会社、

アサヒ飯塚メガソーラーを設立し事業を行っていくとの説明があり、６月１１日に土地を売買、



４ 

１４日に登記申請を行い、本日２６日に登記が完了しております。登記完了後に県に林地開発

許可に関する地位承継等の届け出を、市に自然環境保全条例に基づく事業者変更の届け出を提

出される予定です。白旗山におけるメガソーラー開発については、今後も進捗状況を見守りな

がら必要な情報を入手し、県とも連携して対応していく考えであります。以上、簡単でござい

ますが報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。 

（ な  し ） 

質疑はありませんか。質疑を終結いたします。本件は、報告事項でありますので、ご了承願

います。 

次に、「環境施設等広域化に関する任意協議会の経過について」報告を求めます。 

○市民環境部付課長 

 「環境施設等広域化に関する任意協議会の経過報告について」ご説明いたします。４月

２４日の委員会で報告を行いましたがその後、６月１１日に協議会が開催されましたので本日

は、新たに協議が整った項目について報告を行うものです。資料、「協議項目一覧」をお願い

いたします。灰色の網かけは前回までの委員会で報告したしたものでございまして、黄色の部

分が新たに報告をするものです。 

１ページをお願いいたします。組合の名称ですが、一部事務組合の名称は地域内容、事務内

容、組織内容の順でわかりやすく構成される例が一般的でございまして、これに倣い地域が福

岡県のほぼ中央に位置しており、おのずと位置が想定されることからふくおか県央、環境など

の共同事務を広域で行うことから、環境広域組織が施設組合であることから、これらを順に合

わせまして、ふくおか県央環境広域施設組合としております。組合の事務所の位置でございま

すが、両組合の執務室の面積を比較いたしますと飯塚市・桂川町衛生施設組合が８０．２５平

米、ふくおか県央環境施設組合が４５平米で統合に伴うスペースの確保と管内のエリアのほぼ

中心に位置しバイパスに近く各方面への利便性が高いことから事務所の位置を飯塚市楽市

７２８番地１、現在の飯塚市・桂川町衛生施設組合の事務所としております。支所等の設置に

つきましては、設置しないこととしております。 

次に２ページをお願いいたします。下段のほうにあります一般職の職員の身分の取り扱いの

勤務時間では、飯塚、桂川が現在８時半から１７時１５分で休憩時間が１時間、福岡県央が

８時半から１７時までで休憩時間が４５分となっていますが、これを飯塚、桂川に合わせまし

て、飯塚市・桂川町衛生施設組合の例によるとしております。また、育児休業等につきまして

は現在、飯塚、桂川のみが条例で定めておりますので飯塚・桂川の例によるとしております。

職員の任用につきましては、適切な職員配置をするため職員の任用を行い、再任用につきまし

ては、現行のとおり制度を設けることとし、採用試験につきましては、飯塚、桂川のみ職員に

関する試験及び選考規則がございますので飯塚・桂川の例によるとしております。 

次に３ページをお願いいたします。職員の給与の初任給では、一般職は行政職（一）を適用

し、上級は１級２５号給、初級は１級９号給、単純労務職は行政職（二）を適用し、技能職は

１級１７号給、労務職は１級５号給としております。昇給の方法としましては、飯塚市準用の

飯塚・桂川の例によるとし、通常や表彰等による昇給のものとしております。退職手当及び勧

奨退職の退職手当では、両組合の現行のとおり福岡県市町村職員退職手当組合に加入し、勧奨

退職は必要に応じて実施するとしております。給料の調整は休職等から復帰した場合の給料の

号給の調整でございまして、これを国に基準により実施するとし、旅費につきましては、飯塚

市準用の飯塚・桂川の例によるとしております。 

次に４ページをお願いいたします。使用料手数料の取り扱いでは、新組合の設立後は、直ち

に再編や処理区画の見直し等は実施しないことから現在の料金を引き継ぐとしていますが、手
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数料につきましては、情報公開においては新組合で一括して対応する必要がございますので飯

塚市の例によるとしております。その他の事務の取り扱いの公告式では、組合事務所並びに飯

塚市、嘉麻市、桂川町及び小竹町の庁舎前の掲示上に、掲示するとしておりまして公印では、

公印取扱及び出納員等領収印取り扱い規定を設けることとしております。公平委員会につきま

しては、共同で設置することとしております。以上が６月１１日の協議会で新たに整ったもの

でございます。 

また、５月８日に一部事務組合の全員の議員さんにご出席いただきまして、新たな一部事務

組合に関する項目についてご意見をいただきました。主な意見は議員の定数等や今後の施設の

あり方についてのものでございまして引き続きご意見を伺うこととしております。以上で報告

を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。 

（ な  し ） 

質疑はありませんか。質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますのでご了承願いま

す。これをもちまして協働環境委員会を閉会いたします。 


